
【事業者向け電気自動車補助要件にかかるチェックシート】

提出の必要はございません。

電気自動車（ＥＶ）購入補助金の申請に関しては、必ず要綱をご確認ください。

交付申請者

補助対象車両

市税を滞納していない。

新車である。

リース車両ではない。

補助金を受けるＥＶの使用に関する次のことについて協力することができる。

申請者は金沢市内に事務所又は事業所を有する。

国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人並びに国及び地方公共団体が
50％以上出資する法人ではない。

主たる事業が自動車の製造、卸売及び販売業ではない。

交付申請時に次のいずれかに該当する。
① 金沢市災害時防災活動協力協定締結事業者又は締結団体に所属している
② かなざわ災害時等協力事業所に登録されている

① ＥＶの使用状況に関するデータの提供
② 金沢市災害時防災活動協力協定又はかなざわ災害時等協力事業所としての登録
　 に基づく災害時の協力
③ その他本市の地球温暖化対策に係る事業に関する協力

当該ＥＶの購入に関し、金沢市の他の補助金の交付を受けていない。

当該年度の4月１日以後に初度登録を受けるものである。

主に購入する事業者自らが使用し、自らの事業の用に供する目的で購入するものであ
る。

自動車検査証における「使用の本拠の位置」が金沢市内である。


